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 ❶これまでの振興の流れ

【 関連データ：図表１～�0 】 第１項 
高齢化の進展による人口構造の変化
◉わが国は世界一の長寿国である一方、若年人口の

　減少の中で、他国に例をみない速度で高齢化が進

　んでいる。

◉昭和 22 年から26 年の出生数は５年連続で年間

　200 万人を超え、特に「団塊の世代」と呼ばれる前

　半３年間の出生数は 250 万人を超えている。団塊

　の世代は 2007 年時点で 673 万人を数え、総人口

　の５％強を占めている。2015 年には団塊の世代す

　べてが 65 歳以上となり、高齢化の最大の上り坂を

　一気に駆け上がることになる。

◉ 2015 年に向けては、特に都市部における急速な

　高齢化が予測される。一方、住民の半数以上を高

　齢者層（65 歳以上）が占める、いわゆる「限界集落」

　地域は、2006 年現在 7878 箇所であり、全集落の

　１割強を占めており、今後も増加が予測される。

◉急激な人口構造の変化に伴って、国民生活や地域

　の姿は大きく変貌するものと思われる。

【 関連データ：図表１�～�� 】 第２項 
これまでのシルバーサービス振興策
の動向  

< 高齢者福祉施策の動向 >

◉世界でも比類ない速いスピードで高齢化の進むわが

　国では、様々な高齢者福祉施策が実施されてきた。

◉ 1962 年の訪問介護事業創設を皮切りにまず在宅

　福祉対策にとりかかり、1970 年からは社会福祉施

　設の緊急整備が行われた。福祉サービスが徐々に

　社会に浸透するなか、施策の統合化・体系化をは

　かるべく「高齢者保健福祉推進十か年戦略（ゴー

　ルドプラン）」（1989年）、次いで、福祉サービスの

　需要量の大幅な増加を踏まえ新ゴールドプラン
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　高齢者介護のあり方に変革をもたらしたことがあ

　げられる。税方式から社会保険方式に転換したこ

　とで、利用者の給付と負担の関係が明確になり、

　利用者の選択により必要な介護サービスを総合的

　に受けられる利用者本位の仕組みとなった。

◉第二に、介護サービスという巨大な市場が創出さ

　れ、制度施行以来民間営利法人の参入も顕著であ

　る。契約によるサービス利用となったことで、事業

　者間の競争によるサービスの質の向上、事業の効

　率化追求が促され、利用者から支持がえられれば、

　収益を上げることができる市場環境が整った。介

　護保険制度施行後７年を経て、要介護認定者数は

　400 万人を超え、介護サービス供給規模は６兆円

　を超え、市民生活に不可欠な大きな市場が定着し

　たと言える。

◉一方、2007 年には、介護報酬の不正受給など、

　利用者の信頼を損ねるような事件もあり、介護サー

　ビス供給事業者は、今一度、利用者の信頼を取り

　戻すべく安心・安全なサービスの供給を行ってい

　く必要がある。介護サービスは、公益性の高いサー

　ビスであり、利用者が安心してサービスを利用でき

　る土壌づくりは、官と民が車輪の両輪として、取り

　組む必要がある。

 ❷ 2015 年の高齢者像

【 関連データ：図表 �3 ～34】第１項 
多様性に富む高齢者  

< 多様な生活スタイルを築く高齢者 >

◉「高齢者」といえば、定年後あるいは子育てを終え

　悠々自適に老後生活を送り、やがて老いていく、 そ

　のような画一的なイメージが従来まではあったよう

　に思われる。しかし、今日的にはその実態は多様

　であり、2015年に向けてはさらに多様性が増して

　いくと考える。

◉たとえば、可能な限り現役で就労に勤しむ者も

　（1994 年）、「今後５か年間の高齢者保健福祉施策

　の方向（ゴールドプラン 21）」（1999年）が策定さ

　れてきた。

◉ 2000 年には、高齢者介護を社会全体で支える仕

　組みとして「介護保険制度」が施行され、2005 年

　には、「予防重視型システムの確立」等５つの柱に

　もとづく制度全般の見直しが行われた。

< シルバーサービス振興策の変遷 >
◉行政施策の一方、シルバーサービス振興会設立

　（1987年）を皮切りとして、民間事業者主導のシル

　バーサービスも20年にわたり、拡大する高齢者サー

　ビスの担い手として精力的な展開を図ってきた。

◉高齢化の進展とともに増大する高齢者ニーズに対

　応するためには、措置制度による公的サービスだけ

　では、限界が生じたことがその背景にある。わが

　国において、介護保険制度の導入が実現した背景

　には、このような措置時代からの民間事業者による

　サービス提供の蓄積があったことが指摘できる。

◉介護保険制度の施行は営利法人を含む民間事業

　者にとって新たなシルバーサービス供給体制を築

　くきっかけにもなった。民間事業者は利用者ニー

　ズに応じた柔軟なサービス提供を担う機関として

　期待され、従来の社会資源と共に高齢社会を支え

　る基盤として重要な役割を担うまでに成長した。

◉シルバーサービス提供に際しては、消費者保護の

　視点を含め、社会的信頼の確保が重要視されてき

　ている。例えば、「介護サービス情報の公表制度」

　によって、利用者への情報提供を充実させ、サー

　ビス提供事業者の透明性を高めていくなど、市場

　機能が適正に機能していくための環境整備、利用

　者である高齢者の安心・安全の提供に繋がるサー

　ビス提供の展開が求められている。

◉今後もシルバーサービス分野は、高齢者のニーズ

　の量的増大・質的変化に応じていくために、さらな

　る変容と発展を続けていくことが期待される。

＜介護保険制度による変革＞
◉介護保険制度が社会に与えた影響として、第一に、   
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　社会が変わる様をまさに目の当たりに見て育った

　世代である。

◉団塊の世代は、人口の最も多いコーホートとして、

　進学、就労、世帯形成、結婚、出産などのライフ

　ステージごとに社会経済に多くの影響を与えてき

　た。人口規模が大きいことにより「規模の経済」が

　働き、産業の牽引的な役割を果たすとともに、数

　多の流行、文化・社会現象を生んできた。

◉友達夫婦、友達家族を実践する中で、核家族とし

　て様々な消費ニーズを生んできたこの世代は、従

　来世代の価値観にとらわれることなく、今後も個

　人の価値観に基づく独自のスタイルを生み出して

　いくことが予想される。

< 拡大するシルバーサービス市場規模 >

◉団塊の世代は、2015年には65歳以上となり、多く

　が定年の時期を迎え、退職金規模は、市場に相当

　のインパクトを与えることが予測される。

◉退職者数と退職金平均額の統計を使用して試算す

　ると、団塊の世代の退職金総額は、約 54 兆円の

　規模になることが推計される。

◉ 2015 年、わが国の全人口の 4 分の 1 を高齢者が

　占める社会において、「消費者」としての高齢者層

　の動きは、市場に様々な影響と変化をもたらして

　いくであろう。高齢者人口の保有資産（預貯金

　等）が、様々な消費として市場に流れていけば、

　わが国の経済に相当なインパクトを与えるもの

　と思われる。60 歳以上人口の消費支出が一般消

　費全体に占める割合について単純に試算してみる

　と、2005 年時点では 35.1％、2015 年に至って

　は、42.3％まで拡大することが見込まれることが

　推計される。

◉民間事業者としては、多様化する高齢者の実像を

　的確に把握し、そのニーズに応えていくための創

　意工夫を積み重ねていくことで、シルバーサービス

　市場を拡大していくことが期待される。

　増えるだろうし、経済的に余裕ある者は趣味や社

　会参加を楽しみ、大学に再入学する者など、第二・

　第三の人生をどのように設計するか、高齢期の生

　き方・過ごし方には、様々な選択肢が増えていくこ

　とが予想される。

◉特に、これからの高齢者は「社会の担い手」としての

　期待も大きく、雇用者としての就労、起業、地域社会

　における社会的活動などの活発化が見込まれる。

< 身体的に多様な高齢者 >

◉また、身体面の自立度も個人差が増していくこと

　が予想される。生活習慣病対策・介護予防といっ

　た健康増進の取組みが浸透する中で、食事や運動

　などの健康管理を強く意識する人と意識の薄い人

　の差が広がり、年齢に応じた身体状態も健康な高

　齢者、疾患を持つ高齢者、要介護高齢者など、多

　様化が進む可能性がある。

< 経済的に多様な高齢者 >

◉格差社会が懸念される今日であるが、2015年に

　おいては、世帯形態の多様化、就労形態の多様化、

　個人の価値観の多様化など、様々な要因により、　

　経済的にも多様な高齢者像が想定される。

< 多様な居住環境で暮らす高齢者 >

◉長寿化の進行により、どこでどのように高齢期を

　暮らすかは、これまで以上に個人にとって重要な

　生活課題となる。価値観の多様化に伴い、社会資

　源の整った都市で生活する層と、自然環境の豊か

　な地方で生活する層、あるいは積極的に海外居住

　を求める層と多様化し、様々な居住環境で過ごす

　高齢者が現れることが予測される。

【 関連データ：図表 37 ～ 40】 第２項

市場を拡大・創出する高齢者  

< 団塊の世代の特徴 >

◉戦後の復興期に生まれた団塊の世代は、家庭や
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図表 3   平均寿命の推移と推計

出典：国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集
（2008）」より作成

出典：2005 年までは厚生労働省「完全生命表」、2015 年
　　　以降は国立社会保障・人口問題研究所
　　　「日本の将来推計人口（平成18 年12 月推計）」の　
　　　死亡中位仮定による推計結果より作成
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図表 4　健康寿命と平均余命

注：健康寿命は平成14 年の数値。
出典：厚生労働省「第20 回生命表（完全生命表）」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18 年12 月
　　　推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果、世界保健機関資料より作成
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図表 5　年齢区分別将来人口推計

注：2005 年の総数は年齢不詳を含む。
出典：2005 年は総務省「国勢調査」、2010 年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口
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図表 6　コーホート別の高齢者人口の推移

出典：2005 年までは総務省統計局「国勢調査」、2010 年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口
　　　（平成 18 年 12 月推計）より作成

一般世帯総数（千世帯） 高齢世帯数（千世帯）

その他
親と子
夫婦のみ
単独
一般世帯総数

55,000

50,000

45,000

40,000

35,000

30,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

20
20

20
25

20
30

885885 1,1811,181 1,6231,623 2,2022,202 3,0323,032 3,8653,865 4,6554,655 5,6215,621 6,3116,311 6,7296,729 7,1737,173

5,6855,685

3,7973,797

2,3762,376

19,031

5,9415,941

3,9323,932

2,4092,409

19,012

6,1406,140

4,0884,088

2,4542,454

18,992

5,9915,991

4,0204,020

2,3972,397

18,028

5,3365,336

3,5083,508

2,1812,181

15,680

4,6484,648

2,9322,932

2,1002,100

13,546

3,8543,854

2,2072,207

2,0432,043

11,136

2,9362,936

1,6001,600

1,9301,930

8,668

2,1292,129

1,1561,156
1,6671,667
6,576

1,5971,597
919919
1,5361,536
5,234

1,2451,245
798798
1,4031,403
4,330

35,824

37,980

40,670

43,900

46,782

49,063
50,287 50,600 50,441 49,837

48,802

（年）

図表 7　高齢世帯数の推移

出典：平成 12 年までは総務省「国勢調査」（昭和 55 年の家族類型別世帯数は 20%抽出推計結果による）
　　　平成 17 年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計」（平成 20 年３月推計）より作成
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千人あたり（人）

2007（平成19）年10月１日人口（千人）

計 男 女

図表 �　団塊の世代の人口規模

注：昭和 22 ～ 24 年生まれが狭義の団塊の世代
出典：厚生労働省「人口動態統計」、総務省統計局「平成19 年10 月1 日現在推計人口」より作成
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…

39
34
22
47
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…

802

…

5
3
2
4
3

54％
50％
46％
41％
41％
35％

…

31％

…

14％
11％
11％
10％
10％

16.4
17.6
16.9
18.7
17.3
18.5

…

20.2

…
24.6
26.9
27.1
24.8
25.5

25.5
26.2
24.2
27.0
24.0
24.2

…

26.9

…

30.3
33.1
32.6
28.9
30.2

2005（万人） 2015（万人） 2015（％）2005（％）増加率（％）
2005⇒2015

増加数（万人）

高齢化率高齢者人口

図表 9　都道府県別の高齢者人口の増加予測

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」（平成 19 年 5 月推計）より作成

北海道
東北圏
首都圏
北陸圏
中部圏
近畿圏
中国圏
四国圏
九州圏
沖縄県
合計

319
736
302
216
613
417
2,270
1,357
1,635
13

7,878

8.0％
5.8％
12.0％
12.9％
15.7％
15.2％
18.1％
20.6％
10.7％
4.5％
12.7％

18
41
6
22
44
20
138
83
58
1

431

0.5％
0.3％
0.2％
1.3％
1.1％
0.7％
1.1％
1.3％
0.4％
0.3％
0.7％

3,998
12,727
2,511
1,673
3,903
2,749
12,551
6,595
15,277
289

62,273

50％以上（限界集落）
集落合計

うち100％

集落人口に対する高齢者（65歳以上）の割合

図表 �0　高齢者が半数以上を占める集落（限界集落）の地域別状況

注：『限界集落』という用語については、必ずしも明確な定義が確立しているとはいえないが、ここでは『65歳以上の高齢者が
　　集落人口の半数以上の集落』とした。
出典：国土交通省「国土形成計画策定のための集落の状況に関する現状把握調査（最終報告）」（平成18年度）の（図表編）
　　   より作成

計 673万人⇒総人口の5.3%
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1960 年代  高齢者福祉の創設
1962（昭和 37） 訪問介護（ホームヘルプサービス）事業の創設
1963（昭和 38） 老人福祉法制定
1968（昭和 43）　 老人社会活動促進事業の創設（無料職業紹介など）
1969（昭和 44）　 日常生活用具給付等事業の創設
　　　　　　　 寝たきり老人対策事業（訪問介護、訪問健康診査など）の開始
1970 年代  老人医療費の増加
1970（昭和 45）　 社会福祉施設緊急整備５か年計画の策定
1971（昭和 46）　 中高年齢者等雇用促進特別措置法制定（シルバー人材センター）
1973（昭和 48）　 老人医療費無料化
1978（昭和 53）　 老人短期入所生活介護（ショートステイ）事業の創設　　
 国民健康づくり対策
1979（昭和 54）　 日帰り介護（デイサービス）事業の創設
1980 年代  保健・医療・福祉の連携と在宅サービスの重視
1982（昭和 57）　 老人保健法制定（医療費の一部負担の導入、老人保健事業の規定）
　　　　　　　　 ホームヘルプサービス事業の所得制限引き上げ（所得税課税世帯に拡大、有料制の導入）
1986（昭和 61） 地方分権法による老人福祉法改正（団体委任事務化、ショートステイ・デイサービスの法制化）
1987（昭和 62） 老人保健法改正（老人保健施設の創設）　　
 社会福祉士及び介護福祉士法制定
1988（昭和 63） 第1 回 全国健康福祉祭（ねんりんピック）の開催　　
 第2 次国民健康づくり対策
1989（平成元） 高齢者保健福祉推進十か年戦略（ゴールドプラン）の策定
　　　　　　　　 健康長寿のまちづくり事業の創設
1990 年代  計画的な高齢者保健福祉の推進
1990（平成２）　 福祉8法改正（在宅サービスの推進、福祉サービスの市町村への一元化、老人保健福祉計画）　
 寝たきり老人ゼロ作戦　　
 在宅介護支援センターの創設　　 
 介護利用型軽費老人ホーム（ケアハウス）の創設
 高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）生活援助員派遣事業の創設
1991（平成３）　 老人保健法改正（老人訪問看護制度創設）
1992（平成４）　 福祉人材確保法（社会福祉事業法等の改正）
1993（平成５）　 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律制定
1994（平成６）　 新・高齢者保健福祉推進十か年戦略（新ゴールドプラン）の策定
1995（平成７）　 高齢社会対策基本法制定
1996（平成８）　 高齢社会対策大綱の策定（閣議決定）
1997（平成９）　 介護保険法制定
　　　　　　　　 痴呆対応型老人共同生活援助事業（認知症（痴呆性）高齢者グループホーム）の創設
1999（平成 11） 今後５か年間の高齢者保健福祉施策の方向（ゴールドプラン21）の策定
　　　　　　　 介護休業の義務化
2000 年代  新たな介護制度の開始
2000（平成 12）　 介護保険法施行　　
 新しい高齢社会対策大綱の策定（閣議決定）
2001（平成 13）　 介護保険制度の見直しに関する意見（社会保障審議会介護保険部会報告）
2004（平成 16） 「被保険者・受給者の範囲」の拡大に関する意見（社会保障審議会介護保険部会報告）
2005（平成 17）　 介護保険改正法公布、介護保険改正法一部施行（食費、居住費）
2006（平成 18）　 介護保険改正法施行

図表 ��　高齢者福祉施策の動向

出典：社会保障入門編集委員会「社会保障入門（平成 17 年）」（中央法規）より作成
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　　 時 期  　　　　　　　　　　　　　　　　　内 容

1985（昭和60） ○ 「老人福祉のあり方について（建議）」（社会保障制度審議会）
 〜民間企業の活用と規制〜
 ・ 行政がいたずらに排除や規制を行ったり、民間サービスと競合するようなサービス 
 　 の提供をすべきでない。
 ・ 民間企業の社会的責任の自覚が強く望まれる。
 ・ 行政側も、通常の消費者保護行政以上のきめ細やかな配慮が必要である。
 ・ 消費者たる老人が正しい選択をすることができるよう、情報提供のシステムを早期
 　 整備する必要がある。
 ○ 厚生省にシルバーサービス振興指導室の設置
1986（昭和61） ○ 「高齢者対策企画推進本部報告」（厚生省）
 ・ 民間活力の導入、活用
 ○ 「長寿社会対策大綱について」（閣議決定）
 ・ 民間の創意と工夫を生かしたサービスを活用し、多様化しかつ高度化するニーズに
 　 対しきめ細やかな対応を図る。
 ・ 私的サービスの育成、活用
 ○ 「シルバー産業の振興に関する研究報告書」（高齢化に対応した新しい民間活力の
 　 振興に関する研究会）
 ○ シルバーサービス振興会設立準備委員会 設置
1987（昭和62） ○ シルバーサービス振興会設立
 ○ 「今後のシルバーサービスのあり方について」（福祉関係３審議会合同企画分科会
 　 意見具申）
 〜シルバーサービスの健全育成の必要性〜
 　「今後の老人福祉政策のあり方としては、これまでの公的施策の一層の推進とあい
 　まって、民間部門の創意工夫を生かした多様なサービスの健全な育成が必要である。」
 〜健全育成の方策〜
 　「民間事業者の創造性、効率性を損なうことのないよう十分配慮しつつ、国、地方 
 　を通ずる行政による適切な指導とあいまって、サービス供給者である民間事業者自
 　身がその倫理を確立し、高齢者の信頼にこたえるとともに高齢者の心身の特性に 
 　十分配慮するという認識のもとでサービスの質の向上を図るための自主的な措置を
 　とることが求められる。」
1988（昭和63） ○ シルバーサービス振興会倫理綱領策定
 ○ 民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインの制定
 ○ 有料老人ホーム設置運営指導指針の一部改正
1989（平成元） ○ 「当面の有料老人ホームのあり方について｣（中社審老人福祉専門分科会意見具申）
 ・ 有料老人ホームについての見直し
 ○ 「今後の社会福祉のあり方について」（福祉関係３審議会合同企画分科会意見具申）
 〜民間シルバーサービスの健全育成〜
 　「今後ますます増大、多様化する国民の福祉需要に対応していくため、公的福祉
  施策の一層の拡充を図るとともに、有料老人ホームといった民間シルバーサービスに

図表 ��　シルバーサービス振興の動向
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 　代表される民間福祉サービスについては、その利用者が高齢者や障害者等である
 　ことに鑑み、利用者保護の観点に十分考慮しつつ健全育成策を積極的に展開する 
 　必要がある。」
 〜福祉サービスの供給主体のあり方〜
 　「シルバーサービス等民間事業者により提供される福祉サービスについては、従来 
 　どおり、直接的な規制の強化によってではなく行政指導と相まって民間事業者自身 
 　による自主規制を求めるとともに、公的な政策融資等を一層充実することによりそ 
 　の健全な育成に努める必要がある。」
 ○ 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関す 
 　 る法律」
 ○ シルバーマーク制度創設（在宅介護サービス・在宅入浴サービス）
 ○ 「ゴールドプラン（高齢者保健福祉推進十か年戦略）」の策定
1990（平成 2） ○ 福祉8法改正
 ○ 民間事業者による介護用品・介護機器賃貸サービスのガイドラインの制定
 ○ シルバーマーク制度を福祉機器・介護用品レンタルサービスに導入
1991（平成3） ○ 老人保健法改正
 ○ 老人福祉法の一部改正
 ○ 有料老人ホーム設置運営指導指針の全部改正
 ○ シルバーサービス振興指導室を廃止し、大臣官房老人保健福祉部老人福祉振興課 
  　の設置
 ○ シルバーマーク制度を一般型有料老人ホームに導入
1992（平成4） ○ 福祉人材確保法制定
 ○ 介護専用型有料老人ホーム設置運営指導指針の制定
 ○ シルバーマーク制度を介護専用型有料老人ホームに導入
1993（平成5） ○ 「高齢者施策の基本方向に関する懇談会」（中社審老人福祉専門分科会、老人
 　 保健審議会、公衆衛生審議会老人保健部会）
 ・ サービスの質と評価
　  　「第三者による評価を基本として、サービスを客観的に評価する手法を導入すべき。」
 ○ 「老人福祉施策において当面講ずべき措置について（意見具申）」（中社審老人福祉 
 　 専門分科会）
 〜サービスの質の評価の推進〜
 ・ 「民間のシルバーサービスについても利用者本位のサービス提供が重要であり、サ 
  　ービスの質の確保・向上に向けた一層の取組みが求められる。」
 ・ 民間サービス
　 　 サービス提供主体の拡大と公の責任による消費者保護の立場に立った対策
1994（平成6） ○ 「21世紀福祉ビジョン」（高齢社会福祉ビジョン懇談会）
 ・ いつでもどこでも受けられる介護サービス
  　「現在、介護サービスについては、そもそもサービス量が十分でないこと、･･････
 　 ニーズに対応する多様な民間サービスの健全な発達が必ずしも十分でないこと、
  　などの問題がある。」
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 ・ 新ゴールドプランの策定
 ・ 21世紀に向けた介護システムの構築
 　 「多様なサービス提供機関の健全な競争により、質の高いサービスが提供される
  　システムの構築」
 ○ 老人福祉法の一部改正
 ○ 「高齢者保健福祉推進十か年戦略の見直しについて（新ゴールドプラン）」（大蔵・ 
 　 厚生・自治３大臣合意）
 ・ 公的サービスに加え、民間サービスの積極的な活用によるサービス供給の多様化・ 
  　弾力化を推進。
 ・ 民間サービスの質を確保する観点から、シルバーマーク制度の普及等サービス評価 
 　 体制の確立。
 ○ シルバーマーク制度を福祉用具販売サービスに導入
1995（平成7） ○ 「有料老人ホームの健全育成及び処遇の向上に関する検討会」報告（老人保健
  　福祉局長私的諮問機関）
 ○ シルバーサービス振興長期構想（長期ビジョン）報告書（シルバーサービス振興
 　 策定委員会）
1996（平成 8） ○ 「介護保険制度の制定について」（社会保障審議会答申）
  　「利用者が選択できる道をひらくためにも、サービス供給の充実、対応が必要で
 　 サービスの質を確保しつつ民間部門の活動も導入されなければならない。」
 ○ 「高齢社会対策大綱」（閣議決定）
 ・ 民間事業者等によるサービスの活用
  　「健康・福祉に係るサービスに対する需要の高度化及び多様化に的確にこたえる 
 　 とともに、サービスの効率化を図るため、民間事業者によるサービスを積極的に 
  　活用することとし、介護サービスの供給主体に対する規制の緩和を進めて、その 
 　 参入を促進するとともに、融資制度の活用等により民間事業者の健全な育成を図 
  　り、介護関係の市場や雇用の拡大を目指す。また、質の確保の観点から、適切な 
  　サービス評価体制の確立を図る。」
 ○ 「介護保険制度の創設に向けた与党合意事項」（自民・社民・さきがけ与党３党） 
  　解決すべき懸念事項
 　 「民間活力の積極的な活用を図るため、規制緩和を積極的に推進するとともに、  
 　 民間保険・民間非営利サービスとの適切な連携がとれる柔軟な制度の仕組みを  
 　 検討する。」
 ○ 「規制緩和の推進に関する意見（第２次）」（行政改革委員会意見）
　　 　 シルバーマーク制度に係る国の関与の撤廃により、競争推進の必要性について言及
 ○ シルバーマーク制度を在宅配食サービスに導入
1997（平成9） ○ 「在宅医療の推進に関する検討会」より報告書（21世紀に向けての在宅医療に  
  　ついて）を公表
 ○ 「有料老人ホームの設置運営指導指針について」の改定
1998（平成10） ○ 年金審議会「国民年金・厚生年金保険制度改正に関する意見」取りまとめ
 ○ 医療保険福祉審議会制度企画部会が意見書「高齢者に関する保険医療制度の 
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 　 あり方について」をとりまとめ公表
 ○ 中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会が「社会福祉基礎構造改革を進め 
  　るに当たって（追加意見）」を公表
 ○ 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の公布
1999（平成11） ○ 厚生省所管行政に係る規制緩和要望及びその検討状況について発表
2000（平成12） ○ 「国民年金法等の一部を改正する法律」公布
 ○ 「有料老人ホームの設置運営指導指針について」一部改正
 ○ ゴールドプラン21スタート
 ○ 介護保険法施行
2001（平成13） ○ 「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」施行
 ○ 身体拘束ゼロに役立つ福祉用具・居住環境の工夫（身体拘束ゼロ作戦推進会議 
 　 ハード改善分科会）
 ○ シルバーマーク制度の改定
2002（平成14） ○ シルバーマーク認定基準・制度実施要綱改訂
2003（平成15） ○ 「2015 年の高齢者介護」報告書（高齢者介護研究会）
 ○ 高齢者介護に関する世論調査（内閣府大臣官房政府広報室）
 ○ 「有料老人ホームの表示の適正化に向けて」報告書（公正取引委員会／有料老人 
  　ホームの表示に関する検討会）
 ○ 福祉用具の消毒工程管理認定制度の創設
2004（平成16） ○ 高齢者リハビリテーション研究会報告書
 ○ 「介護保険見直しに関する意見」（社会保障審議会介護保険部会）
 ○ 「被保険者・受給者の範囲」の拡大に関する意見（社会保障審議会介護保険部会）
 ○ 「介護保険制度改革の全体像〜持続可能な介護保険制度の構築〜」
2005（平成17） ○ 「個人情報の保護に関する法律」施行
 ○ 介護保険改正法公布
 ○ 介護予防市町村モデル事業報告書
 ○ 介護保険改正法一部施行（食費、居住費）
2006（平成18） ○ 介護保険改正法施行
 ○「介護サービス情報の公表」制度導入
2007（平成19） ○ 「介護事業運営の適正化に関する有識者会議」
 ○ 介護サービス事業の実態把握のためのワーキングチーム（社会保障審議会介護  
 　 給付費分科会）
 ○ 「介護事業運営の適正化に関する有識者会議」報告書
 ○ 介護事業運営の適正化に関する意見 ( 社会保障審議会介護保険部会）

出典：シルバーサービス振興会作成
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図表 �3　介護保険被保険者数・要介護認定者数の推移と予測

＜介護保険被保険者数の推移と予測＞

図表 �4　認知症高齢者数の推移と予測

自立度Ⅱ以上（万人）

　　　　65歳以上人口比率（％）

　　うち自立度Ⅲ以上（万人）

　　　　65歳以上人口比率（％）

2005年 2015年 2025年 2035年

169
6.7

90
3.6

250
7.6

135
4.1

323
9.3

176
5.1

376
10.7

205
5.8

※自立度Ⅱ：日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意
　していれば自立できる
※自立度Ⅲ：日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが時々みられ、介護を必要とする
出典：厚生労働省資料（平成14 年９月推計）

図表 �5　給付費負担割合（全国ベース）と財源構成（�007年度）

公 費 50%

保険料 50%

国
25%（居宅）
20%（施設等）

　　 　 20%（居宅）
定率
　　　  15%（施設等）

調整交付 5%

　　　　　12.5%（居宅）
都道府県
　　　　　17.5%（施設等）

　　　　　市町村　　　　 12.5%

　　　　　第1号保険料　　 19%

　　　　　第２号保険料　　 31%

11,871

3,335

9,804

8,336

12,671

20,676

給付負担割合（全国ベース） 財源構成（億円）

66,691

総
給
付
費

注：上乗せ給付及び市町村特別給付は考慮していない。
出典：椋野 美智子・田中 耕太郎「はじめての社会保障」、有斐閣（平成19 年）

  2000 年 4 月末 2006 年 2 月末 2015 年 2025 年

 被保険者数 2,165 万人 2,579 万人 3,300 万人 3,500 万人

出典：厚生労働省資料（平成 18 年度）

＜要介護認定を受けた人数の推移と予測＞

  2000 年 4 月末 2006 年 2 月末 2014 年

 
認定者数 218 万人 430 万人

 利用者（居宅） 97 万人 265 万人 −

 利用者（施設） 52 万人 80 万人 −

640 万人（現行推移）
600 万人（予防効果）
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訪問介護  20,948 100 0.6 … 26.2 7.5 1.4 3.6 54.3 5.7 0.8

訪問入浴介護  2,245 100 1.0 … 57.7 2.6 1.0 1.0 35.8 0.8 0.1

訪問看護ステーション 5,470 100 3.9 1.6 9.2 44.4 15.1 5.3 18.7 0.9 0.7

通所介護  19,409 100 1.5 … 45.3 8.2 0.8 1.9 36.2 5.5 0.6

通所リハビリテーション 6,278 100 3.3 1.4 8.8 75.5 3.1 … 0.1 … 7.9

介護老人保健施設 3,288 100 4.5 2.1 15.7 73.9 3.1 … ・ … 0.8

医療施設  2,990 100 2.0 0.6 1.2 77.3 3.0 … 0.2 … 15.7

短期入所生活介護 6,664 100 4.2 … 86.6 2.5 0.1 0.4 5.7 0.3 0.2

短期入所療養介護 5,437 100 5.1 1.8 10.0 76.0 2.9 … 0.0 … 4.2

介護老人保健施設 3,340 100 4.4 2.0 15.6 74.1 3.1 … ・ … 0.8

医療施設  2,097 100 6.2 1.5 1.0 79.0 2.7 … 0.0 … 9.6

特定施設入居者生活介護 1,941 100 0.2 … 17.1 0.6 1.1 0.3 79.0 0.5 1.3

福祉用具貸与  6,051 100 0.1 … 3.7 2.1 0.4 3.3 88.9 0.9 0.6

特定福祉用具販売 5,299 100 0.0 … 1.5 1.1 0.3 2.8 93.3 0.7 0.3

夜間対応型訪問介護 12 100 − … 8.3 − − − 91.7 − −

認知症対応型通所介護 2,484 100 0.8 … 58.1 10.9 1.2 1.5 21.8 5.3 0.4

小規模多機能型居宅介護 187 100 0.5 … 21.9 13.9 2.1 1.1 46.5 13.4 0.5

認知症対応型共同生活介護 8,350 100 0.2 … 21.9 18.6 0.3 0.4 52.9 5.4 0.3

地域密着型特定施設入居者生活介護  23 100 − … 26.1 4.3 − − 65.2 4.3 −

地域密着型介護老人福祉施設 43 100 16.3 − 83.7 ・ − … … … −

介護予防支援事業所（地域包括支援センター） 3,292 100 34.6 … 45.3 12.2 4.3 1.1 1.9 0.5 0.2

居宅介護支援事業所  27,571 100 2.3 … 30.6 21.1 3.8 3.5 34.8 3.0 0.9

参考資料

図表 �6　開設主体別事業所数の構成割合
【居宅サービス】

【施設サービス】

介護老人福祉施設 5,716 100 0.6 5.8 2.3 0.1 0.2 91.0 ・ − … −

介護老人保健施設 3,391 100 0.1 3.8 0.5 2.0 0.1 15.7 74.0 3.1 0.7 −

介護療養型医療施設 2,929 100 0.1 5.1 0.3 1.3 − 1.1 77.7 2.5 0.6 11.2

注：計数のない場合「−」、統計項目のありえない場合「・」、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合「…」、表章単位
　　の 1/2 未満の場合「0.0」とした。
出典：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」（平成18年度）

事業所数
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その他
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町村

広域連
合・一
部事務
組合

日本赤
十字社・
社会保
険関係 
　団体

社会
福祉

協議会

医療
法人

社団・
財団
法人

その他
の法人 その他

社会
福祉
法人

介
護
保
険
施
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そ
の
他

通
所
系

訪
問
系

地
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ー
ビ
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訪問介護

通所介護

通所リハビリテーション

認知症対応型共同生活介護

居宅介護支援

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

上記事業所計

図表 �7　主な介護サービス事業所・施設数の推移                         　           
（単位：箇所）

出典：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」

図表 ��　営利法人数の推移

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

（箇所）

6,854

2,9792,979
2000年

営利法人 　　営利法人以外

2006年

11,37411,374

9,574

訪問介護 （箇所）

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

1,745

524524

2000年

営利法人 　　営利法人以外

2006年

803803

1,442

訪問入浴介護

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

4,446

284284
2000年

営利法人 　　営利法人以外

2006年

1,0241,024

4,446

訪問看護ステーション（箇所）

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

7,675

362362
2000年

営利法人 　　営利法人以外

2006年

7,0247,024

12,385

通所介護（箇所）

 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 12年→18年伸率

 9,833 11,664 12,346 15,701 17,274 20,618 20,948 113.0%

 8,037 9,138 10,485 12,498 14,725 17,652 19,409 141.5%

 4,911 5,441 5,568 5,732 5,869 6,093 6,278 27.8%

 675 1,273 2,210 3,665 5,449 7,084 8,350 1137.0%

 17,176 19,890 20,694 23,184 24,331 27,304 27,571 60.5%

 4,463 4,651 4,870 5,084 5,291 5,553 5,716 28.1%

 2,667 2,779 2,872 3,013 3,131 3,278 3,391 27.1%

 3,862 3,792 3,903 3,817 3,717 3,400 2,929 − 24.2%

 70,479 79,673 85,158 96,472 105,190 112,787 94,592 34.2%
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（単位：億円）
66,000

64,000

62,000

60,000

58,000

56,000

54,000

52,000
2003年度 2004年度 2005年度 2006年度

56,795

61,782

63,887 64,345

図表 �9　介護費の推計

注：介護費とは、保険給
付額、公費負担額、利用
者負担額及び補足給付
額 ( 特定入所者介護サー
ビスにかかる給付額 ) を
合計した額。
出典：社団法人国民健
康保険中央会「介護 給
付費の状況 ( 平成 18 年
度分）平成19 年7月2 日
発表」

7,000
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2,000
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0

4,488

2727
2000年

営利法人 　　営利法人以外
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379379
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短期入所生活介護（箇所）
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1,500

1,000

500

0

532
143143
2000年

営利法人 　　営利法人以外

2006年

541541

1,943

認知症対応型共同生活介護（箇所）

7,000

6,000

5,000
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3,000

2,000

1,000

0

467

2,2182,218

2000年

営利法人 　　営利法人以外

2006年

5,3795,379

672

福祉用具貸与（箇所）
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25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

14,067

3,1093,109
2000年

営利法人 　　営利法人以外

2006年

9,5819,581

17,990

居宅介護支援（箇所）

出典：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」



45

参考資料

  2006 年 2011年 2015 年 2025 年

 介護保険給付額 6.6 兆円 9 兆円 10 兆円 17 兆円

図表 �0　介護給付費の推計

出典：厚生労働省（平成 18 年５月推計）

図表 ��　国保連合会苦情申立内容別割合

注：平成 18 年 4 月分～平成 19 年 3 月分／406 件
出典：社団法人国民健康保険中央会資料より作成

①サービスの質
　27％

②従事者の態度
　11％

③管理者等の対応
　19％

④説明・情報の不足
　11％

⑤具体的な被害・損害
　15％

⑥利用者負担
　1％

⑦契約・手続関係
　10％

⑧その他
　6％
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3,5343,534施設累計（左目盛）
病床累計（右目盛）

図表 ��　緩和ケア病棟入院料届出受理施設・病床数の年度推移

注１：廃止された施設（8 施設）を含む（2001、2004、2005年度）　注２：既届出施設病床数の増減を含む（1998～2007年度）
出典：NPO法人日本ホスピス緩和ケア協会資料より作成



46

参考資料

出典：内閣府ホームページ

 「自 立」
 （independence）

 「参 加」 
 
（participation）

 

 「ケア」
 （care）

 「自己実現」
 （self-fulfilment）

 「尊厳」
 （dignity）

図表 �3　国際高齢者年（＝ �999年）と「高齢者のための国連原則」
【国際高齢者年の目的】
第 46 回国連総会（1991年）において採択された「高齢者のための国連原則」（the United Nations
Principles for Older Persons）を促進し、これを政策及び実際の計画・活動において具体化すること

【国際高齢者年のテーマ】
「すべての世代のための社会をめざして」（towards a society for all ages）

高齢者のための国連原則

高齢者は
・収入や家族・共同体の支援及び自助努力を通じて十分な食料、水、住居、衣服、
　医療へのアクセスを得るべきである。 
・仕事、あるいは他の収入手段を得る機会を有するべきである。 
・退職時期の決定への参加が可能であるべきである。 
・適切な教育や職業訓練に参加する機会が与えられるべきである。 
・安全な環境に住むことができるべきである。 
・可能な限り長く自宅に住むことができるべきである。

高齢者は
・社会の一員として、自己に直接影響を及ぼすような政策の決定に積極的に参加し、
　若年世代と自己の経験と知識を分かち合うべきである。 
・自己の趣味と能力に合致したボランティアとして共同体へ奉仕する機会を求める
　ことができるべきである。 
・高齢者の集会や運動を組織することができるべきである。

高齢者は
・家族及び共同体の介護と保護を享受できるべきである。 
・発病を防止あるいは延期し、肉体・精神の最適な状態でいられるための医療を
　受ける機会が与えられるべきである。 
・自主性、保護及び介護を発展させるための社会的及び法律的サービスへのアク
　セスを得るべきである。 
・思いやりがあり、かつ、安全な環境で、保護、リハビリテーション、社会的及び
　精神的刺激を得られる施設を利用することができるべきである。 
・いかなる場所に住み、あるいはいかなる状態であろうとも、自己の尊厳、信念、
　要求、プライバシー及び、自己の介護と生活の質を決定する権利に対する尊重
　を含む基本的人権や自由を享受することができるべきである。 

高齢者は
・自己の可能性を発展させる機会を追求できるべきである。 
・社会の教育的・文化的・精神的・娯楽的資源を利用することができるべきである。 

高齢者は
・尊厳及び保障を持って、肉体的・精神的虐待から解放された生活を送ること
　ができるべきである。 
・年齢、性別、人種、民族的背景、障害等に関わらず公平に扱われ、自己の
　経済的貢献に関わらず尊重されるべきである。
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図表 �4　「前例のない高齢社会に向けた対策・取組みの方向性」
○今後の前例のない高齢社会を活力あり安心できるものとしていくためには、行政や国民一人一人が、　

　次のような方向性で政策や取組を進めていくことが必要であることを提言する。

①固定観念を見直し、「高齢者は高齢社会を支えることが可能な貴重なマンパワー」であると意識を
　転換する
②労使双方の努力で、「世代を通じたワークライフバランスの実現」を可能にし、働く意欲のある　 
　高齢者の「ワーク」に向けられる時間を増やす
③高齢者の「ライフ」を充実させるため、高齢者が地域参加するきっかけをつくることが重要であり、
　市町村等の「地域の仲人」的な役割に期待する
④高齢者が「ちょっとした手助け」に一歩踏み出すことが高齢者の安心の基盤になることを考える、
　とりわけ、地域社会の力で高齢者を地域で孤立させないことの必要性を認識する
⑤自分の健康づくりは、「自己責任」という意識をもつ
⑥ 50 代になったら「高齢期の人生プラン」を考えてみる
⑦高齢者が安心し活動しやすいまちづくりの重要性を認識する

出典：内閣府「平成 19 年版　高齢社会白書」

「仕事」と「ボランティア」と「趣味」
42.5％

何もやりたくない
1.4％

「趣味」のみ 15.5％

「ボランティア」のみ 1.6％

「ボランティア」と「趣味」21.8％

「仕事」のみ 0.5％

「仕事」と「趣味」13.4％
「仕事」と「ボランティア」
1.4％

図表 �5　定年後の就労意向

出典：株式会社博報堂エルダービジネス推進室「団塊世代～定年（引退）後のライフスタイル調査」（平成17年）より作成
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図表 �6　労働人口と労働力の見通し

注 1：「労働市場への参加が進まないケース」とは、性・年齢別の労働力率が2004年実績と同じ水準で推移すると仮定したケース
注 2：「労働市場への参加が進むケース」とは、各種施策を講じることにより、より多くの高齢者が働くことが可能となったと仮定したケース
出典：2006年は総務省「労働力調査」、2010年以降は雇用政策研究会推計（平成17年）
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老後を安心して生活できるような収入の保証

介護サービスが必要な時に利用できる体制の整備

高齢者の体が不自由になっても生活できる住宅の整備

高齢者の外出・利用に配慮した移動手段・公共交通の
整備を含む高齢者に配慮した街づくりの推進

高齢者の各種相談について身近に対応してくれる
相談体制の整備

高齢者が慣れ親しんできた習慣・言葉・制度・環境などに
配慮した社会づくり

高齢者に対する犯罪（窃盗、詐欺）の防止対策の推進

老後を健康で生きがいを持って生活するための多様な
スポーツ、趣味、文化活動などの普及と情報提供
体が不自由になっても、残存機能を利用し自立して

生活できるような高齢者用の用具や器具の開発・普及

若い世代との同居が可能となる住宅の整備

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0（％）

52.6
48.6

33.8
42.6

28.2
27.2
28.1

23.9
22.4
22.5

20.9
18.4

20.1
8.1

14.0
16.1

11.4
14.1

7.2
9.9

平成16年  総数  N=2,862
平成11年  総数  N=2,284

図表 �9　高齢者の意識（ニーズ）①：日々 の暮らしに関し社会として重点を置くべきもの

注：全国 60 歳以上の男女からの回答（層化二段階無作為抽出）、複数回答
出典：内閣府「平成 16 年度　高齢者の日常生活に関する意識調査」

男性

15.115.17.77.7
2.32.3

2.32.3

13.213.2

11.311.3

63.463.4

55～59歳55～59歳 60～64歳60～64歳 65～69歳65～69歳

16.116.1

6.96.9
13.713.7

9.09.0

39.339.3
21.121.1

5.55.5
13.713.7

9.39.3

21.021.0

29.529.5

就
業
者

不
就
業
者

100％

80％

60％

40％

20％

0％

女性

38.038.0

14.114.1

11.411.4

23.723.7

5.65.6
3.43.4

41.741.7

55～59歳55～59歳 60～64歳60～64歳 65～69歳65～69歳

19.719.7

12.612.6
6.16.1
1.61.6

21.921.9
9.79.7
1.11.1
6.06.0
11.811.8

18.318.3

53.253.2

就
業
者

不
就
業
者

100％

80％

60％

40％

20％

0％

就業非希望者

就業希望者

その他

自営業主

役員

雇用者

図表 ��　高齢者の就業・不就業状況

出典：厚生労働省「高年齢者就業実態調査」（平成 16 年）より作成

2013年４月１日までに段階的に65歳までの

① 定年制度の廃止　　② 定年の引き上げ　　③ 継続雇用制度の導入

　　　 を企業に義務付け（2007年は63歳までを義務付け）

図表 �7　改正高年齢者雇用安定法の内容（Ｈ�6年改正）
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自分が病気がちであったり介護を必要としている
配偶者が病気がちであったり介護を必要としている

頼れる人がいなく一人きりである
生活のための収入がたりない

家事が大変である
外出時の転倒や事故
自宅内での転倒や事故

土地や家屋などの財産の相続のこと
先祖の祭祀やお墓のこと

人（近隣、親戚、友人、仲間など）とのつきあいがうまくいっていない
子どもや孫のこと

社会の仕組み（法律、社会保障、金融制度）がわからない
だまされたり、犯罪に巻き込まれた（ている）

大地震などの災害
その他

わからない

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0（％）

23.323.314.914.9

21.421.418.118.1
18.018.07.67.6 8.68.6
20.420.411.711.7

11.311.3 15.815.87.67.6
7.77.75.65.6

5.85.85.95.9
2.02.0
1.51.5 2.42.4 8.08.0

7.27.2

7.27.25.25.23.03.0

10.610.6

26.126.1
26.326.322.122.116.816.8

17.217.2
14.614.61.41.4

2.42.4
1.31.3

8.28.2

16.716.7
22.622.6

5.55.5

4.54.5 5.35.3

19.319.3

2.22.2 4.74.7
30.730.7

34.9
 36.3
  36.4

34.9
 36.3
  36.4

一人暮らし世帯（N=499）
夫婦のみ世帯（N=540）
一般世帯（N=637）

図表 30　高齢者の意識（ニーズ）②：日常生活での心配ごとの内容

注 1：全国の「65 歳以上の一人暮らし世帯の男女」、「夫婦ともに 65 歳以上で夫婦のみの世帯の男女」、「特に属性を限定し  
　  　ない世帯の 65 歳以上の男女を対象」
注 2：上図は、上記 3 つの世帯類型別の複数回答
出典：内閣府「平成 17 年度　世帯類型に応じた高齢者の生活実態等に関する意識調査結果」

自分や配偶者の健康や病気のこと

自分や配偶者が寝たきりや身体が不自由になり介護が必要な状態となること

生活のための収入のこと

頼れる人がいなくなり独りきりの暮らしになること

社会の仕組み（法律、社会保障・金融制度）が大きく変わってしまうこと

子供や孫などの将来

家業、家屋、土地・田畑や先祖のお墓の管理や相続のこと

だまされたり、犯罪に巻き込まれて財産を失ってしまうこと

人（近隣、親戚、友人、仲間など）とのつきあいのこと

家族との人間関係

親や兄弟などの世話

言葉、生活様式、人々の考え方などが大きく変わってしまうこと

その他

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70 80（％）

71.771.7
51.851.8

31.331.3

19.119.1

15.715.7

14.814.8

7.37.3

6.16.1

3.83.8

3.73.7

3.33.3

2.92.9

0.50.5

0.20.2

図表 3�　高齢者の意識（ニーズ）③：将来の日常生活で不安を感じる理由

注 1：全国 60 歳以上の男女からの回答（層化二段無作為抽出）、N ＝ 2,862
注 2：上図は 60 歳以上の男女（n ＝1,943）、複数回答
出典：内閣府「平成 16 年度　高齢者の日常生活に関する意識調査」
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現在の住居に、とくに改造などはせずにそのまま住み続けたい

現在の住宅を改造しすみやすくする

介護を受けられる公的な特別養護老人ホームなどの施設に入居する

公的なケア付き住宅に入居する

子どもや親戚などの家に移って世話をしてもらう

介護を受けられる民間の有料老人ホームなどの施設に入居する

民間のケア付き住宅に入居する

その他

わからない

無回答

0 5 10 15 20 25 30 35 40（％）

37.937.924.924.9

17.917.9

10.810.8

8.08.0

6.06.0

2.72.7

1.91.9

10.610.6

0.50.5

図表 33　高齢者の意識（ニーズ）⑤：虚弱化したときの居住形態

注 1：全国の 60 歳以上の男女（層化二段無作為抽出）、N ＝1,886
注 2：上図は複数回答
出典：内閣府「平成 17 年度　高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査」

健康維持や医療介護のための支援
旅行

子どもや孫のための支出
住居の新築・増改築・修繕

冠婚葬祭費
友人等との交際費
家電等の購入

自動車等（オートバイを含む）の購入・整備
自己啓発・学習
衣料品の購入
家電等の購入

通信・放送受信（携帯電話、インターネット等を含む）
その他

使いたくない
わからない
無回答

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 35.0 40.0 45.0（％）30.0

42.342.331.731.7

29.029.0

18.318.3

14.914.9

12.312.3

9.39.3

7.97.9

6.06.0

3.43.4

1.71.7

1.61.6

2.22.2

17.517.5

3.33.3

0.20.2

図表 3�　高齢者の意識（ニーズ）④：優先的にお金を使いたいもの

注 1：調査対象は全国 55 歳以上の男女、層化二段無作為抽出、N ＝ 2,167
注 2：上図は「60 歳以上の計（n ＝1,792）」で作成、3 つまでの複数回答
出典：内閣府「平成 18 年度　高齢者の経済生活に関する意識調査」
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100～200 200～300 300～400 400～500 500～600 600～700 700～800 800～900 900～1,000 1,000以上（万円）100未満

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

（％）

6.6

17.4

12.1 11.9

19.8

12.2

17.0

10.9 9.1 8.0

3.1
6.7
2.3

5.9 5.9 4.6
1.3 1.2 0.2

15.2

2.7

26.0
全世帯
高齢者世帯

全世帯平均 580.4万円
高齢者世帯平均 296.1万円
高齢者世帯中央値 229万円

図表 34　高齢者世帯の年間所得の分布（平成 �6 年 � 年間の所得）

注：高齢者世帯とは、65 歳以上の者のみで構成するか、又はこれに 18 歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。
出典：厚生労働省「国民生活基礎調査」（平成 17 年）

自分が万一の際の準備
配偶者が万一の際の準備
自分が入院した場合の準備

配偶者が入院した場合の準備
自分の介護資金の準備

配偶者の介護資金の準備
自分や配偶者の老後資金の準備

自分が就労不能となった場合の準備
配偶者が就労不能となった場合の準備

子どもの教育資金の準備
子どもの結婚資金の準備
自分の結婚資金の準備

住宅資金の準備
教養・娯楽資金の準備

耐久消費財の購入資金の準備
その他

経済的準備はしていない
わからない

0.0 10.0 20.0 40.0 50.0 60.0（％）30.0

28.928.9

44.144.1
49.249.2

25.125.1
21.521.518.718.7

24.924.9
26.226.220.920.9
29.729.7

9.99.9
15.115.1 24.524.5

30.630.6
11.511.5

8.38.37.17.1
6.66.6

19.419.4
0.30.3
3.53.5

1.81.8
2.52.50.10.1
4.04.0

1.11.1
4.54.5

1.91.9
3.33.3

1.21.2
0.70.7
0.80.8

2.02.0
2.32.3

12.012.0
15.215.2

全体
60歳代

図表 35　家庭内で重視する経済的な準備項目

注：全国男女 18 歳～ 69 歳（層化二段無作為抽出）、N=4,059
出典：生命保険文化センター「平成 19 年度　生活保障に関する調査」
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図表 36　老後の生活資金をまかなう手段　　　　　　　　　 （複数回答、単位：％）

注：全国男女１８歳～ 69 歳（層化二段無作為抽出）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※平成 19 年調査から新設

出典：生命保険文化センター「平成 19 年度　生活保障に関する調査」
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政治・経済関係
（　　）内は海外の出来事

年
<　>内は団塊の世代の年齢 社会・文化関係など

1947（昭和 22）年 <0> 日本国憲法施行 
1950（昭和 25）年 <1-3> （朝鮮戦争）　　　 特需景気 
1951（昭和 26）年 <2-4> 日米安全保障条約調印 

1953（昭和 28）年 <4-6> 独占禁止法改正公布 NHKテレビ放送開始
   街頭・店頭テレビ人気化
   ３種の神器（冷蔵庫・洗濯機・掃除機）
1954（昭和 29）年 <5-7>  第 1 回全日本自動車ショー 
   （現：東京モーターショー）開催

1955（昭和 30）年 <6-8>
 神武景気（’54. 末～’57. 上）   トランジスタラジオ発売

  GATT 加盟　　 高度成長期突入

1956（昭和 31）年 <7-9>
 経済白書｢もはや戦後ではない｣ 初の公団住宅募集開始  国連加盟

1957（昭和 32）年 <8-10> なべ底景気（’57. 下～’58.下）   五千円札、100円硬貨発行

1958（昭和 33）年 <9-11>
  インスタントラーメン発売

   1万円札発行　　  東京タワー完成
1959（昭和 34）年 <10-12> 岩戸景気（’58. 上～’61.下）  皇太子結婚パレード　　伊勢湾台風

1960（昭和 35）年 <11-13>
 貿易為替自由化の基本方針決定 ダッコちゃん発売　 トランジスタ・テレビ発売

  所得倍増計画決定 NHKカラーテレビ本放送開始   
1963（昭和 38）年 <14-16> 貿易外取引管理令公布 初の日米テレビ宇宙中継

1964（昭和 39）年 <15-17>
 
OECDに加盟

 みゆき族登場　　 東海道新幹線開業
   東京オリンピック開催
1965（昭和 40）年 <16-18> 戦後初の赤字国債発行決定 名神高速道路全線開通
   ビートルズ来日　　 人口 1億人突破
1966（昭和 41）年 <17-19> いざなぎ景気（’65.下～’70.上）  3C（カラーテレビ、クーラー、車）が
   「新三種の神器」となる

1967（昭和 42）年 <18-20>
 資本取引自由化の基本方針決定 ミニスカート流行

  公害対策基本法公布施行 グループサウンズブーム
1969（昭和 44）年 <20-22> 新全国総合開発計画 東大安田講堂封鎖解除
1970（昭和 45）年 <21-23>  ｢an･an｣創刊　　 日本万国博覧会開催

1971（昭和 46）年 <22-24> ドルショック
 カップめん発売　　マクドナルド１号店開店

   2 次ベビーブーム（’71～’73）

1972（昭和 47）年 <23-25> 「日本列島改造論」
 「恍惚の人」　　　  沖縄返還

   冬季オリンピック札幌大会開催

1973（昭和 48）年 <24-26>
 変動為替相場制へ移行

  第一次石油危機 

1974（昭和 49）年 <25-27>
 狂乱物価 コンビニエンスストア１号店開店

  戦後初のマイナス成長 巨人軍、長嶋引退
1976（昭和 51）年 <27-29> ロッキード事件 
1977（昭和 52）年 <28-30>  平均寿命男女とも世界一になる
1978（昭和 53）年 <29-31> 日中平和友好条約 新東京国際（成田）空港開港
1983（昭和 58）年 <34-36> 第二次石油危機 東京ディズニーランド開園
1985（昭和 60）年 <36-38> G5プラザ合意（円高） つくば万博開幕
1986（昭和 61）年 <37-39> 円高不況 
1987（昭和 62）年 <38-40> （米、ブラックマンデー） 国鉄・分割民営化、JR発足
1988（昭和 63）年 <39-41> バブル元年    （ソ連、ペレストロイカ） 
1989（平成元）年 <40-42> 消費税導入    （ベルリンの壁崩壊） 
1991（平成 3）年 <42-44> バブル崩壊 
1993（平成 5）年 <44-46> 環境基本法公布 この頃からリストラが始まる

1995（平成 7）年 <46-48> 円最高値（1ドル=79.75円）
 阪神･淡路大震災

   マイクロソフト社日本語OS発売
2000（平成 12）年 <51-53> 介護保険制度スタート ＩＴブーム（バブル）

図表 37　団塊世代の時代背景年表

注 1：ここにおける「団塊の世代」は 1947( 昭和 22) 年～ 1949 年 ( 昭和 24) 年生まれをさす。
注 2：上記の事象の中には、記載年次に幅がある内容を含む。
出典：毎日新聞社「戦後 50 年」（平成 7 年）、岩波書店「日本史年表」（平成 13 年）など複数の年表や年鑑、産業史等の
　　   資料を参考に作成
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中卒 271,437 18,261 4,956,711

高卒 1,402,424 18,818 26,390,815

高専・短大 140,565 4,156 584,188

大卒・大学院 985,574 22,406 22,082,771

 2,800,000  54,014,485

団塊世代
退職者数

モデル退職
金額（千円）

退職金総額
（百万円）

図表 3�　退職金総額の推計

注 1： 団塊の世代の人口約 700万人の内、常用雇用者は約 280万人であり、　
　   この人数を団塊の世代の総退職者数とした。
注 2： 学歴別平均退職金は財団法人労務行政研究所の2007年退職金・
　　 年金事情のモデル退職金を使った。
注 3： 団塊の世代の雇用者の学歴別割合は独立行政法人労働政策研究・
　    研修機構の「『団塊の世代』の就業と生活ビジョン調査結果」（2007年）　        
 から引用した。
出典： 株式会社ニッセイ基礎研究所試算

退職準備
趣味（スポーツ系）
趣味（スポーツ以外）
勉強・学習
ネットワーク作りのための外食
退職後に必要な物品の購入
その他
退職後
退職旅行
外食
勉強・学習
高額商品の購入
金融商品の購入
不動産関連
総計

11,775
2,378
4,448
2,699
762
829
660

65,987
11,160
667
2,440
4,040
6,755
40,924
77,762

図表 39　団塊世代の退職に
よる消費経済波及効果
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家計消費に占める60歳以上消費割合

60歳以上消費総額（≒＝シルバーサービス市場規模）
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図表 40　家計消費に占める 60 歳以上高齢者消費の割合と 60 歳以上消費額
　　　　（≒シルバーサービス市場規模）の推計

注 1： 2005～2030年の「家計消費に占める60歳以上消費割合」は、60 歳以上人口を居住スタイル別（a 単身・b 夫婦のみ・
　 c その他）に分けた上でそれぞれの人口（a・b・c）にそれぞれの平均消費支出額を乗じた合計額と、一般世帯数に年間
　 消費支出額を乗じた額との割合を示したもの。それぞれの年間消費支出額は、総務省統計局・全国消費実態調査（平成
　 16年：直近判明分）にもとづく。算出根拠の居住スタイル別の平均消費支出年額は、60 歳以上単身 188万円、夫婦のみ
 （＝夫 65 歳以上・妻 60 歳以上世帯の数値・１人あたり）156 万円、その他世帯：172 万円。
注 2： 1990 年の「家計消費に占める60 歳以上消費割合」は、60 歳以上人口に60 歳以上平均消費支出年額153万円（１人
　 あたり：推計値）を乗じた額と、一般世帯数に年間消費支出額を乗じた額との割合を示している。
注 3： 60歳以上人口は、1990年・2005年は総務省統計局「国勢調査報告」、2010 年以降は国立社会保障・人口問題研究所
　 「日本の将来推計人口」（平成 18 年 12 月）の数値を使用。
注4： 世帯数は、1990年は総務省統計局「国勢調査報告」、2005 年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の
　 将来推計」（平成 20 年３月推計）の数値を使用。
資料：総務省統計局「全国消費実態調査」（平成元・16 年）、総務省統計局「国勢調査報告」（平成２・17 年）、国立社会保障・ 
 人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成 18 年 12 月）、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来 
  推計」（平成 20 年３月推計）
出典：株式会社ニッセイ基礎研究所試算

出典：株式会社電通　消費者研究センター　　 　  
消費者研究室「ニュースリリース」（平成18年）
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